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パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せず働ける環境づくり 
 

パート・アルバイト労働者の 

社会保険加入を後押し！ 

キャリアアップ助成金
「社会保険適用時処遇
改善コース」を活用して 

社会保険適応促進手当を従業員

へ支給 

年収の壁に関する 
厚生労働省 HP 

詳しくは、厚生労働省ホームページ 

「年収の壁・支援強化パッケージ」を 

ご覧ください。法改正等により制度に 

よっては暫定的なものもありますの

で、都度ご確認をお願いします。 

「会員視察視察研修 2025」参加者募集      

恒例の会員同士の交流をはかる絶好の機会！ 

開 催 日  令和７年１月２２日（水） 

研 修 先  ○フードビジネスの商談展示会 

「FOOD STYLE 関西」 

○「旧桜宮公会堂」見学及び昼食 

参加資格  会員及びその家族または従業員 

※１事業所３名以内 

募集定員  先着８０名 

参 加 費  １人５,０００円 申込時に徴収 

    ※昼食代含む（酒類は個人負担） 

申込締切  令和７年１月７日（火） 

問合せ先  加東市商工会業務推進課 

加東市から会員事業所３社出展予定 

旧桜宮公会堂 



 

 

令和６年 11月 1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（以下「フ

リーランス法」という）が施行され、フリーランスの方と企業などの発注事業者間におけ

る取引の適正化、フリーランスの方の就業環境整備が事業者に義務付けられました。 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 6年 11月 1日よりフリーランス法が施行されました 

 

内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省  

令和 6 年 6 月改訂リーフレット No.13 より抜粋 


